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「第４期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」骨子案について 

 

１ 骨子案の構成 

第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画と同様に、以下の３章構成とした。 

 

第１章 ５年間の取組の進め方 

第２章 水源環境の保全・再生に向けた特別の対策 

第３章 水源環境保全・再生に向けた特別対策の財源措置の考え方 

 

２ 骨子案の概要 

(1) 計画の基本事項 

ア 計画の目的 将来にわたり県民が必要とする良質な水の安定的確保を目的として、水

の恵みの源泉である水源環境を保全・再生するための特別の対策を推進

する。 

イ 計画期間  令和４年度～令和８年度（2022～2026年度）までの５年間 

ウ 対象事業  主として、水源かん養や公共用水域の水質改善など、水源環境の保全・

再生への直接的な効果が見込まれる取組 

エ 対象地域  ダム集水域を中心とする県内水源保全地域及び相模川水系県外上流域 

 

(2) 水源環境の保全・再生に向けた特別の対策 

ア これまでの取組の成果と課題 

第１期及び第２期実行計画では12の特別対策事業として、第３期実行計画では11の特

別対策事業として、水源かん養や公共用水域の水質改善など、水源環境の保全・再生へ

の直接的な効果が見込まれる取組及び水源環境保全・再生を進めるために必要な仕組み

に関する取組を推進してきた。 

これまでの取組では、間伐等の森林整備を行ったことにより、下層植生の回復が見ら

れるなど、水源かん養機能の高い森林づくりが進んでいる。また、自然浄化機能を高め

る河川整備を行うとともに、相模川・酒匂川流域における生活排水処理率が向上したこ

とにより、水源水質が改善してきている。 

一方、令和元年東日本台風により、水源林林地の倒木・土壌流出などの被害が発生し

たことから、今後予想される自然災害を踏まえ林地保全対策を強化する必要がある。 

第４期実行計画が終了する令和８年度末には、施策大綱も期間が終了を迎えることか

ら、第４期実行計画では、将来を見据えて事業を実施し、良好な水源環境を維持するた

めの対応を進めていく必要がある。 

 

資料２－１ 
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イ 県民会議による総合評価と意見 

  「水源環境保全・再生かながわ県民会議」では、平成19年度から平成30年度までの

12年間の取組実績やモニタリングの結果をもとに、森林・河川・地下水の保全・再生

や水源環境への負荷軽減に関する総合評価を行った。 

  さらに、こうした総合評価に基づき、次期計画の方向性について『「次期（第４

期）かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」に関する意見書』を取りまとめ、

県に提出している。 

 

＜県民会議意見（抜粋）＞ 

・ 令和元年10月の台風第19号の影響により、水源林林地の倒木、土壌流出などの被

害が発生したことから、今後想定される自然災害を踏まえ林地保全対策を強化する

必要がある。 

・ 水源環境への負荷軽減の取組では、事業実施により着実に成果は上がっているも

のの、近年の事業進捗の遅れが課題となっていることから、生活排水処理率のさら

なる向上に向けた方策を検討すべきである。 

・ 県民会議による点検・評価や議論の結果を踏まえ、県では、水源環境を保全し、

良質な水を安定的に確保していくため、施策大綱期間終了後に必要な施策を第４期

期間中に検討し確立すべきである。 

 

ウ 第４期実行計画の考え方 

  第４期実行計画においては、以下の３つの事項を基本として、取組を進めていく。 

①大綱で掲げた将来像の達成に向けた対応 

現行の特別対策事業の枠組みは変更せず、大綱の将来像の達成を目標とした特別対

策事業を着実に実施していく。 

②新たな課題への対応 

令和元年台風 19 号による水源被害地の復旧、さらには台風等の自然災害に備えた、

水源林整備の手法を導入するなど水源林の災害対策を強化する。 

③大綱終了後を見据えた対応 

大綱期間終了後を見据えて、必要な事業を実施していく。 
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３ 今後のスケジュール（予定） 

令和２年12月   実行計画骨子案について県民意見募集 

市町村への実行計画骨子案に対する意見照会 

令和３年２月    環境農政常任委員会へ実行計画素案の報告 

３月   実行計画素案について県民意見募集 

自治基本条例に基づく県と市町村との協議 

６月以降 環境農政常任委員会へ実行計画案の報告 

県税条例改正案の提出 

実行計画の策定、公表 
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【参考】これまでの施策体系と第４期実行計画の施策体系案 

 

１　水源の森林づくり
　　事業の推進

１　水源の森林づくり事業の推進

２　丹沢大山の保全・
　　再生対策

２　丹沢大山の保全・再生対策

３　渓畔林整備事業 ３　土壌保全対策の推進

４　間伐材の搬出促進 ４　間伐材の搬出促進

５　地域水源林整備の
　　支援

５　地域水源林整備の支援

６　河川・水路におけ
　　る自然浄化対策の
　　推進

６　河川・水路における自然浄化
　　対策の推進

11　水環境モニタリン
　　グの実施

10　水環境モニタリングの実施

12　県民参加による水
　　源環境保全・再生
　　のための仕組み

11　県民参加による水源環境保
　　全・再生のための仕組み

７　地下水保全対策の
　　推進

７　地下水保全対策の推進

８　県内ダム集水域に
　　おける公共下水道
　　の整備促進

８　生活排水処理施設の整備促進
９　県内ダム集水域に
　　おける合併処理浄
　　化槽の整備促進

10　相模川水系上流域
　　対策の推進

９　相模川水系上流域対策の推進
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